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　町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高

齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
人
が
人
間

ド
ッ
ク
を
受
診
す
る
場
合
、
健
診
費
用
の
一

部
を
年
度
中
１
回
に
限
り
助
成
し
ま
す
。

▼
対
象

　次
の
全
て
に
該
当
す
る
人

①
邑
楽
町
に
住
民
票
が
あ
る

②
国
民
健
康
保
険
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
に
加
入
し
て
い
る

③
国
民
健
康
保
険
税
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
に
滞
納
が
な
い

④
申
請
年
度
内
に
町
の
健
診
（
特
定
健
診
・

後
期
高
齢
者
健
診
）
を
受
け
て
い
な
い

※
特
定
健
診
・
後
期
高
齢
者
健
診
と
重
複
し

た
場
合
、
全
額
自
己
負
担
に
な
り
ま
す
。

▼
助
成
額

日
帰
り
人
間
ド
ッ
ク    

１
万
５
、０
０
０
円

一
泊
人
間
ド
ッ
ク         

２
万
円

▼
申
請
期
間

　健
診
日
か
ら
１
年
以
内

▼
申
請
方
法

　健
診
結
果
報
告
書
、
人
間

ド
ッ
ク
健
診
費
の
領
収
書
、
保
険
証
、
印
鑑
、

預
金
通
帳
（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
）
を
持
参

の
う
え
、
役
場
住
民
課
へ
直
接
申
請
す
る

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
住
民
課
Ｇ
47

－

５
０
２
０

　町
で
は
、
米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん

を
対
象
に
記
念
式
典
を
開
催
し
ま
す
。

▼
期
日

　９
月
14
日
㊐

▼
会
場

　町
福
祉
セ
ン
タ
ー
寿
荘

▼
対
象

米
寿

　大
正
15
年
４
月
１
日
か
ら
昭
和
２
年

３
月
31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
人

金
婚

　昭
和
39
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
に
、
婚
姻
届
を
役
場
な
ど
に
提
出
し
た

夫
婦

▼
申
込
方
法

　

米
寿

　申
込
は
不
要

※
役
場
健
康
福
祉
課
か
ら
招
待
状
を
送
付
し

ま
す
。

金
婚

　申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
て

申
し
込
む

※
申
込
用
紙
は
広
報
お
う
ら
７
月
号
と
併
せ

て
配
布
す
る
ほ
か
、
役
場
健
康
福
祉
課
に
も

あ
り
ま
す
。

※
金
婚
で
町
に
本
籍
が
な
い
人
は
、
婚
姻
日

の
確
認
の
た
め
に
戸
籍
謄
本
の
提
出
を
お
願

い
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
申
込
・
問
合
先

　役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ
47

－

５
０
２
４

人
間
ド
ッ
ク
費
用
の
一
部
助
成

助成
●

●
●
●
●
●

疾
病
の
早
期
発
見
に
役
立
て
て
く
だ
さ
い

米
寿
・
金
婚
式
記
念
式
典

式典
●

●
●
●
●
●

米
寿
と
金
婚
を
迎
え
る
皆
さ
ん
を
祝
福
し
ま
す

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
・

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
の
更
新

　新
し
い
被
保
険
者
証
（
８
月
１
日
か
ら
有

効
）
は
７
月
中
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
は
、
被
保

険
者
証
（
カ
ー
ド
サ
イ
ズ
）
と
２
枚
１
組
で

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

限
度
額
適
用
認
定
証
な
ど
の
更
新

　国
民
健
康
保
険
限
度
額
認
定
証
、
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
な
ど
の
有
効
期
限
は
７
月

31
日
ま
で
で
す
。
交
付
を
希
望
す
る
人
は
８

月
中
に
役
場
住
民
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

▼
持
参
す
る
も
の

　国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
ま
た
は
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
、
印
鑑

▼
問
合
先

　役
場
住
民
課

Ｇ
47

－

５
０
２
０

保
険
証
や
受
給
者
証
な
ど
の
更
新

医療
●

●
●
●
●
●

有
効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で

５
０
２
０

種　類 対　　象 医療費負担 有効期限 更新手続き

国

民

健

康

保

　
　
　
　険

高齢受給者証
70 ～ 74 歳
までの国保
加入者

 昭和 19 年 4 月 2 日
              以降生まれ ２割 所得により

３割 7 月31日 該当者へ７月下旬に
郵送予定 昭和 19 年 4 月 1 日

              以前生まれ １割

限度額適用
認定証など

・国保加入者で国保税に滞納がない人
・70 ～ 74 歳は非課税世帯のみ
※所得が未申告世帯の人は申告が必要

医療費の自己負担
上限額などが軽減 7 月31日 役場住民課の窓口で

手続きをする

後
期
高
齢
者

医
療
保
険

後期高齢者医療
被保険者証 後期高齢者医療保険加入者  1 割

（所得により３割） 7 月31日 該当者へ７月中旬に
郵送予定

限度額適用・
標準負担額減額
認定証

後期高齢者医療保険加入者で
町民税非課税世帯
※所得が未申告世帯の人は申告が必要

医療費の自己負担
上限額などが軽減 7 月31日 役場住民課の窓口で

手続きをする
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　児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
な
ど
に
よ
り
児

童
を
養
育
し
て
い
る
父
親
ま
た
は
母
親
な
ど

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象

　次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す

る
18
歳
ま
で
の
児
童
を
保
護
・
監
督
し
、
生

計
を
同
じ
く
し
て
い
る
父
母
な
ど

・
父
ま
た
は
母
が
離
婚
し
た
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
死
亡
ま
た
は
生
死
不
明
の

　児
童

・
父
ま
た
は
母
が
重
度
障
害
に
あ
た
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年
以
上
遺 

　棄
さ
れ
て
い
る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１   

　年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

・
未
婚
の
母
の
子
で
あ
る
児
童

・
生
ま
れ
て
き
た
と
き
の
事
情
が
不
明
で
あ

　る
児
童

・
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
の
Ｄ
Ｖ
保
護

　命
令
を
受
け
た
児
童

※
心
身
に
一
定
以
上
の
障
害
を
持
っ
て
い
る

人
は
、
20
歳
に
な
る
ま
で
手
当
が
受
け
ら
れ

ま
す
。

▼
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
場
合

　

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
支
給

４
月（
12
～
３
月
分
）、８
月（
４
～
７
月
分
）、

12
月
（
８
～
11
月
分
）
に
手
当
を
支
給

▼
手
当
を
受
給
す
る
場
合
の
届
出
義
務

毎
年
８
月
に
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
手
続
き
を
し
な
い
と
８
月
以
降

の
手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。
２
年
間
、
届

出
が
未
提
出
の
場
合
は
資
格
喪
失
と
な
り
ま

す
。
ま
た
、
生
活
状
況
が
変
わ
っ
た
場
合
も

届
出
義
務
が
生
じ
ま
す
。

※
条
件
に
よ
り
、
支
給
の
制
限
が
あ
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
方
法

　申
請
方
法
や
必
要
書
類
に
つ

い
て
は
、
役
場
子
ど
も
支
援
課
ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47

－

５
０
４
４

　特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
精
神
ま
た
は
身

体
に
障
害
の
あ
る
児
童
を
扶
養
す
る
人
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

▼
対
象

　精
神
や
身
体
に
障
害
が
あ
る
満
20

歳
未
満
の
児
童
を
保
護
、
監
督
す
る
父
か
母

（
所
得
の
多
い
方
）、
ま
た
は
父
母
以
外
で
児

童
を
養
育
し
て
い
る
人

▼
支
給
額
（
月
額
）

障
害
１
級

　
　
　
　
　

 

４
万
９
、９
０
０
円

障
害
２
級

　
　
　
　
　

 

３
万
３
、２
３
０
円

▼
申
請
し
て
認
定
を
受
け
た
場
合

　

請
求
し
た
月
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
支
給

４
月（
12
～
３
月
分
）、８
月（
４
～
７
月
分
）、

11
月
（
８
～
11
月
分
）
に
手
当
を
支
給

※
受
給
者
本
人
や
配
偶
者
、
扶
養
義
務
者
の

所
得
に
よ
り
支
給
停
止
が
あ
り
ま
す
。

▼
請
求
に
必
要
な
も
の

　特
別
児
童
扶
養
手

当
認
定
請
求
書
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
用
障

害
認
定
診
断
書
ま
た
は
療
育
手
帳
、
生
計
維

持
調
書
、
振
替
預
入
請
求
書
、
戸
籍
謄
本
、

世
帯
全
員
の
住
民
票
、
印
鑑
（
認
印
）
な
ど

※
認
定
請
求
書
は
役
場
子
ど
も
支
援
課
に
あ

り
ま
す
。

▼
申
請
・
問
合
先

　役
場
子
ど
も
支
援
課
Ｇ

47

－

５
０
４
４

家
族
介
護
慰
労
金
制
度

福祉
●

●
●
●
●
●

１
年
以
上
家
庭
で
介
護
し
て
い
る
皆
さ
ん
へ

　町
で
は
、
家
庭
で
介
護
を
行
っ
て
い
る
人

に
慰
労
金
を
支
給
し
て
い
ま
す
。

▼
対
象

　次
の
全
て
の
条
件
に
当
て
は
ま
る

人
を
在
宅
で
１
年
以
上（
基
準
日
８
月
１
日
）

介
護
し
て
い
る
人
（
介
護
者
が
い
な
い
場
合

は
本
人
）

①
町
内
に
住
所
を
有
す
る
65
歳
以
上
の
人

②
要
介
護
４
、５
に
相
当
す
る
人

③
一
定
以
上
の
施
設
サ
ー
ビ
ス
（
入
院
・
入

所
１
０
０
日
）
な
ど
を
受
け
な
か
っ
た
人

▼
支
給
額
（
年
額
）

　８
万
円

※
町
民
税
非
課
税
世
帯
で
次
の
全
て
の
条
件

に
当
て
は
ま
る
場
合
は
10
万
円
。

①
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
の
通
算
期
間
が
１
週
間

未
満
の
人

②
長
期
入
院
の
期
間
が
３
か
月
間
未
満
の
人

③
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
１
年
以
上
受
け
な

い
人

▼
申
込
方
法

　各
行
政
区
の
民
生
委
員
に
申

し
出
る

※
介
護
保
険
制
度
の
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
な
い
人
は
訪
問
調
査
を
行
い
ま
す
。

▼
問
合
先 

　役
場
健
康
福
祉
課
Ｇ

47

－

５
０
２
４

特
別
児
童
扶
養
手
当

児童
●

●
●
●
●
●

障
害
を
も
つ
児
童
を
扶
養
す
る
人
を
サ
ポ
ー
ト

児
童
扶
養
手
当

児童
●

●
●
●
●
●

ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
を
サ
ポ
ー
ト項目 所得の範囲 支給額

全部支給 57 万円未満 ４万1,020 円

一部支給  57 万円
  ～ 230 万円未満

４万1,010 円～９,680円
※児童が 2 人の場合上記金額に 5,000 円、
3 人以降はさらに 3,000 円ずつ加算。

支給停止 230万円以上 支給額なし

※税法上の所得の計算方法と違うので注意●支給額の分類

↑給与所得者で、前年または前々年に子ども１人を
扶養していた場合の月額の支給額例


